山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」指定管理者募集要領

　山江村では、公の施設である山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の管理業務につきまして、設置目的をより効果的に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の設置及び管理に関する条例（平成１８年山江村条例第８号）第３条及び山江村公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例（平成１７年山江村条例第２０号）の規定に基づき山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の指定管理者を募集します。

１　対象施設の概要
(１)  名　称
山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」
(２)  所在地
球磨郡山江村大字山田甲１４１５番地
(３)  施設の設置目的
都市と農村の交流を促進する拠点として、地域基幹産業である農林業の活性化を図る
(４)  施設の沿革
平成１８年７月　　開館
平成２３年４月　　第一次指定管理者による管理運営
令和　３年４月　　第二次指定管理者による管理運営
(５)  施設の内容、規模等
「山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」指定管理者仕様書」（以下「仕様書」といいます。）のとおりです。
(６)  現在の管理運営体制
　　　NPO法人かちゃリンクやまえ
(７)  施設の利用実績
「仕様書」内に記載

２　管理運営に当たっての基本的な考え方
　　山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の管理運営にあたっては、次に揚げる項目に沿って行うこととします。
(１)  山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の設置目的に基づき、適正な施設の管理運営を行うこと。
(２)  観光客や住民の平等な利用を確保するため、特定の団体や個人に有利又は不利になる運営を行わないこと。
(３)  山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の利用の促進を図るとともに、利用者の意見を反映させた管理運営に努めること。
(４)  効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。
(５)  業務を行う上で知り得た利用者の個人情報の保護及び防犯、防災その他緊急時の対策について適切な措置を講じること。

３　指定管理者が行う管理業務の基準
(１)  管理運営業務を行うにあたっては、次の法令等を遵守して下さい。
①　山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の設置及び管理に関する条例、同施行規則
②　地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令
③　労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令
④　水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、その他施設設備の維持管理又は保守点検に関する法令
⑤　その他
ア）指定管理者は、施設の管理に関し知り得た個人情報の保護を図るため、山江村個人情報保護条例の規定に従い、協定において定める安全確保の措置を講じなければならない。
イ）指定管理業務を行うにあたり作成し又は取得した文書等は、適正に管理し、５年間保存すること、指定期間を過ぎた後も同様とする。
ウ）指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めなければならない。
(２)  施設設備及び物品の維持管理を適切に行わなければなりません。

４　指定管理者の業務等
　　詳細は仕様書のとおりです。

５　指定の期間
令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。ただし、管理を継続することが適正でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

６　管理に関する経費
山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の管理に要する経費は、山江村から支払う指定管理料の収入が見込まれるほか、利用者が支払う利用料金及びその他の収入を自己収入とすることができます。
(１)  指定管理料
　　　指定期間中に山江村が支払う指定管理料の額は、下記に定める基準価格の範囲での提案を求めます。
　　　なお、山江村からの指定管理料の具体額は事業計画書で提示された額に基づき、指定管理者と山江村との間で締結する協定書で定めます。
　　　基準価格６００千円／年（消費税及び地方消費税を含みます。）
　　　＊基準価格を超える提案があった場合には、第１次審査で失格となりますのでご注意ください。
指定後、収支に赤字が生じた場合においても山江村は責任を負いません。
(２)  利用料金
利用料金の額は、条例で定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とします。
(３)  経費の精算
　　　経費の縮減など指定管理者の経営努力によって生み出された余剰金については、精算による返還は求めません。なお、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、補填はありませんのでご注意ください。

７　参加資格
　次の要件のすべてを満たす法人その他の団体であること。
(１)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(２)  熊本県や山江村から指名停止措置を受けていないこと。
(３)  熊本県内に事業所を有すること。
(４)  村税、法人税、消費税等を滞納していないこと。
(５)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等に基づく再生又は再生手続きを行っていないこと。
(６)  法人その他の団体又はその代表者（役員を含む。）が、次のいずれの者にも該当しないこと。
①　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。）
②　暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者
＊複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項について留意してください。
①　代表団体を選出し、山江村とのやり取りについては代表団体が行うこと。
②　申請書の記名押印等については、参加者全員が行うこと。
③　「８　提出書類」中（１）⑤から⑩については、参加者それぞれについて提出すること。④　一申請者一提案申請については、一申請者につき一提案に限ります。また、グループの
構成員は他のグループの構成員となり又は単独で申請を行うことはできません。また、代
表団体及びその他の構成員は「７　参加資格」中（１）から（６）のすべてを満たすこと
が必要です。
８　提出書類
(１)  提出書類
申請にあたっては、以下の書類を山江村に提出していただきます。なお、山江村が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
1 　指定管理者指定申請書［様式１］
②　指定管理者事業計画書［様式２－１］
③　管理運営体制表［様式２－２］
④　収支予算書［様式３］
⑤　参加資格に関する申立書［様式４］
⑥　法人等であることを証する書類
　　　ア　定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類
　　　イ　法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
⑦　申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他の団体の財務状況を明らかにする書類
⑧　申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務の内容を明らかにする書類
⑨　労働者災害補償保険に加入していることを証する書面（従業員を雇用していない事業者は除く。）
⑩　納税証明書
　　　ア　法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書
　　　イ　山江村の村税（同村税が課税されていない者で村外に主たる事務所又は事業所を有する者にあっては、主たる事務所または事業所の所在地の都道府県税）について未納がないことの証明書
　　⑪　納税義務がない旨を記載した申立書［様式５］
　　⑫　グループ構成員表［様式６］
⑬　その他村長が必要と認める書類
(２)  提出部数
　　　１０部（正本１部　副本９部）
　　　＊副本については、複写機による写しでも差し支えありません。

９　募集要領の配布
　　募集要領は、次により配布します。
(１)  配布期間　令和７年１２月１９日（金）から令和８年１月１４日（水）までの平日、午前９時から午後５時までとします。
(２)  配布場所　「２４　お問い合わせ先」のとおり。
10　質問事項の受付
　　募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。
(１)  受付期間　令和７年１２月２２日（月）から令和８年１月６日（火）までの平日、午前９時から午後５時までとします。
(２)  受付方法　質問票［様式７］に記入のうえ、ファクシミリ、郵便又は電子メールにより「２４　お問い合わせ先」に提出してください。
電話、口頭による質問は受け付けません。
(３)  回答方法　質問票到着後、質問者にファクシミリ又は電子メールにて回答します。

11　現地説明会の実施
現地説明会を希望される場合は、法人等の名所及び参加者の氏名（２名まで）を令和７年
１２月２６日（金）までに「２４　お問い合わせ先」に連絡してください。

12　申請書の提出方法及び受付期間
(１)  受付期間　令和８年１月１３日（火）から令和８年１月２３日（金）まで
　　　　　　　　（土・日曜日を除く。）
(２)  提出書類　申請書類の種類、提出部数は、「８　提出書類」に記載のとおりです。
(３)  提出方法　「２４　問い合わせ先」まで郵送又は持参してください。なお、持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとします。
(４)  注意事項
①　提出後は、軽微な変更を除いて提出書類の記入内容は変更できません。
②　申請等に要する経費はすべて応募申請者の負担とします。

13　候補者の選定方法
(１)  選定方法
山江村指定管理者候補選定委員会（以下「選定委員会」といいます。）において、各委員が次の選考事項に沿って、それぞれ審査した評点の合計が最も高い申請者を選定委員会の指定管理者候補の選定意見とし、最終的には山江村において選定します。
(２)  審査の基準と配点
別表①のとおり

14　無効又は失格
本要項中に記載しているほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。
(１)  申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき
(２)  申請者が、「７　参加資格」の要件を満たしていなかったとき
(３)  記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(４)  申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
(５)  虚偽の内容が記載されているもの
(６)  その他、選定委員会で協議の結果審査を行うに当たって不適当と認められるもの

15　選定委員会
　　令和８年１月下旬に予定しております。
申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼンテーションをお願いします。（場所、時間等は後日連絡します。）

16　選定結果
　　応募状況について、申請した団体の名称については公表します。
　　選定結果については、各申請者に文書で通知します。

17　指定管理者の決定及び協定の締結
(１)   山江村において選定された指定管理候補者は、山江村議会の議決を経て指定管理者の指定となります。
(２)  議決後に村と指定管理者との間で協定を締結します。

18　協定
山江村と指定管理者は、業務の実施等に関する細目的事項について協議のうえ、山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の管理運営に関する協定書を作成し、締結します。
　なお、協定を締結する指定管理者は、応募申請者と同一の法人その他の団体に限ります。
　また、協定書に記載する事項（予定）は次のとおりです。
(１)  指定管理者が行う業務に関する事項
(２)  山江村が支払う管理費用に関する事項
(３)  指定管理者の責務、履行責任分担等に関する事項
(４)  事業計画、事業報告に関する事項
(５)  指定の取消しに関する事項
(６)  個人情報の保護に関する事項
(７)  その他必要な事項

19　履行責任に関する事項
(１)  指定管理者は、山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の施設や設備（以下「施設等」といいます。）及び使用者の被災に対し、第１次責任を有することとし、施設等又は使用者に災害等あった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに山江村に報告しなければなりません。
(２)  指定管理者は実態として温泉館の管理等に関する事項の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに山江村に報告しなければなりません。
(３)  前記に規定するもののほか、指定管理者の履行責任に関する事項については、協定を締結する際に定めることとしますが、山江村の基本的な考え方は別表②の通りです。

20　留意事項
(１)  指定管理候補者が指定管理者として指定する前において指定管理候補者が「７参加資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、協定を締結しない。又は協定を解除し、指定管理者の指定を行わないことがあります。
(２)  指定管理者の指定後に、指定管理者が「７　参加資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

21　事業継続が困難になった場合における措置
(１)  指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、山江村は、指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができます。
(２)  指定管理者が倒産し、又は指定管理者の財政状況が著しく悪化し、指定に基づく業務の継続が困難と認められる場合には、山江村は、指定管理者の指定を取り消すことができます。
(３)  (１)又は(２)により指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は、山江村に生じた損害を賠償しなければなりません。
(４)  不可抗力その他山江村又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、事業の継続が困難となった場合には、山江村と指定管理者は、事業継続の可否について協議するものとします。
(５)  前記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、協定等で定めることとします。

22　その他
(１)  施設の管理のため、新たに法人等を設立される場合は、その法人等を申請者としてください。
(２)  新たに法人等を設立し、指定管理者の候補者として選定された場合は、山江村議会における指定管理者の指定の議決の日までに、法人登記簿謄本又は所轄の法務局登記官の受領書を提出してください。
(３)  提出書類はお返しできません。
(４)  提出された書類は、必要に応じ複写します。
　　ただし、使用は選定委員会での検討に限ります。
(５)  提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。

23　添付資料・様式
(１)  指定管理者指定申請書［様式１］
(２)  管理運営事業計画書［様式２－１］
(３)  管理運営体制表［様式２－２］
(４)  管理業務収支予算書［様式３］
(５)  参加資格に関する申立書［様式４］
(６)  （納税義務がない旨を記載した）申立書［様式５］
(７)  グループ構成員表［様式６］
(８)  募集要領等に対する質問票［様式７］
(９)  指定管理者仕様書
　　＊様式１～７については、必要であれば電子媒体を配布します。

24　問い合わせ先（募集要領等の配布、提出等の場所）
住　所　　　　　〒８６８－８５０２
熊本県球磨郡山江村大字山田甲１３５６番地の１
担当課　　　　　山江村役場企画調整課　【担当：　　】
電話番号　　　　０９６６－２３－３１１２
ファクシミリ　　０９６６－２３－３１１４
電子メールアドレス　　kikaku@vill.yamae.lg.jp




















別表①
	選定項目及び審査内容
	配点

	１
	事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであるか
・施設の設置目的及び村が示した管理の方針
・住民の施設の平等な利用の確保
	１０

	２
	事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるか
・利用者の増加を図るための具体的な手法及び期待される効果
・サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果
・施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性
	３０

	３
	事業計画書の内容が、管理に係る経費の縮減が図られるものであるか
・施設の管理運営に係る経費の内容
・収支計画の内容、適格性及び実現の可能性
	３０

	４
	事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人材及び財政的基礎を有しているか
・安定的な運営が可能となる人的能力
・安定的な運営が可能となる経理的基礎
・類似施設の運営実績
	３０

	合　　計
	１００


別表②
	項　　目
	山江村
	指定管理者

	1
	施設の維持管理
	
	○

	2
	施設内機械設備の維持管理
	
	○

	3
	施設及び施設内備品の指定管理者の責めに帰すべき事由による修繕
	
	○

	4
	施設及び施設内備品の小規模な修繕（５万円未満）
	協議による

	5
	施設及び施設内備品の大規模な修繕（５万円以上）
	協議による

	6
	施設内備品の維持管理
	
	○

	7
	施設内備品の更新及び新規購入
	○
	

	8
	施設内備品の修繕
	
	○

	9
	施設等の利用許可
	
	○

	10
	施設等の利用料金の収納、収受
	
	○

	11
	施設の火災保険加入
	○
	

	12
	施設の利用者及び来館者に係る損害賠償保険の加入
	
	○

	13
	物価の変動・金利変動に伴う経費の負担
	
	○

	14
	事業終了時の費用（指定期間終了時又は指定期間中途を問いません。）
	
	○

	（注意）指定管理者の故意、過失、仕様書及び協定書等に定められた管理を怠ったことによる棄損、減失は、金額の多寡に関わらず、指定管理者が購入又は修繕を行うこととなります。
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